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■ 心身ともに健康で明朗な生徒

■ 自主的に学習する生徒

■ 責任を重んじ協調性のある生徒

令和４年１月２０日（木）発行

【発行責任者】郡山市立小原田中学校長 熊 坂 洋

これからの学校の対応についてこれからの学校の対応について

新型コロナウイルスについて、昨年末には「０」の表示が多かった都道府県別新規感染者数の地図の数値
が一転して過去最多を示すなど、かなりのスピードで感染者が増加しています。しばらくの間はこの増加傾

向は続くようです。オミクロン株については、まだ明らかでない部分も多く、重症化のリスクは軽い傾向に

ある一方、感染力が強く発症までの期間が短いとも言われています。感染者数が増加すれば、医療機関のひ
っ迫を招いたり、経済活動が停滞したりするなど、負の連鎖が起きてきます。改めて我々は、これま以上に

感染症対策を徹底していくとともに、正確な情報をもとに“正しく知って正しく恐れる”必要があると考え

ます。本県・本市においても感染者数は増加しており、１月になり本市の小中学生にも感染者が出ています。
その多くは家庭内感染とのことです。１月12日には通知「第３学期における新型コロナウイルス感染拡大防

止に係る対応について」を配付し、保護者の皆様にもご協力をお願いしたところですが、感染の急拡大が進

む今の現状を踏まえ、感染症対策と教育活動の両立をどう図っていくかが喫緊の課題となっています。そこ
で今回は、これからの学校の対応等について、お知らせします。

福島県教育委員会からの通知より福島県教育委員会からの通知より
１月14日（金）には、福島県新型コロナウイルス感染症対策本部員会議において、本県の感染状況が「レ

ベル２」に引き上げられました。「レベル２」は「警戒強化」で、感染拡大を食い止めるため、「感染防止対

策の徹底、人流の抑制、人との接触機会の削減」を県全体で取り組むことになります。基本対策の徹底に加

えて、①大人数・長時間の飲食は控えること、②県をまたぐ不要不急の移動は極力控えること、③混雑した
場所や感染リスクの高い場所への外出は避けることなどが県民に求められます。

学校においては、基本的な感染症対策の徹底とともに、次のような対応が依頼されました。

（１）感染リスクの高い学習活動（部活動において実施する場合も含む。）については、可能な限りの感
染症対策を行った上で、実施可能とする。

（２）宿泊を伴う学校行事、合宿、遠征、練習試合、合同練習会等は、可能な限り感染症対策を行った上

で実施可能とする。
（３）感染拡大地域（緊急事態措置区域、まん延防止等重点措置区域）はもとより、都道府県をまたぐ不

要不急の往来は控えること。ただし、学校行事等

については、①～③のとおりとする。
① 修学旅行は、その教育的意義に鑑み、都道府

県をまたぐ往来を可能とする。（感染拡大地域を

除く。）
② 全国大会や進路に係る活動などやむを得ない

事情による場合は、感染拡大地域を含め、都道

府県をまたぐ往来を可能とするが、往来後２週
間の健康観察を徹底する。

③ 宿泊を伴う学校行事、合宿、遠征、練習試合、

合同練習会等は、県内での実施とすること。
※ 今後の感染状況の変化により対応が変わる場

合もある。

保護者の保護者の

皆様へ皆様へ



校内における濃厚接触者の特定基準校内における濃厚接触者の特定基準
《生徒への指導内容》《生徒への指導内容》 学校でこの

１月20日（木）、本日の朝の時間を借りて、私が全校放送 校内での濃厚接触者の ような場面

により、次の点について具体的に指導しました。 特定については、感染者の発症 をつくらな

２日前からその感染者が入院・宿 いことが

① 毎朝の検温等の健康観察の徹底：風邪症状や体調不 泊療養・自宅療養を開始するまで 重要！

良の場合は登校しない。同居の家族がＰＣＲ検査を受 の期間において、１ｍ以内の

けた時は結果が出るまで登校を控える。 距離で、互いにマスクなしで

② マスクの着用：はずしてよいとの指示があった場合 １５分以上の会話等の接触

（運動や食事等）以外には、できる限り不織布のマス が交わされた場合を基準と

クを着用する。
する。

③ 手洗い・消毒：手洗いは手を抜かず時間をかけてしっかり行う。

④ こまめな換気：寒くても休み時間ごとに２方向（窓側と廊下側）から行う。

上記以外にも、次の点について徹底を図るよう話をしました。

⑤ 給食における黙食を徹底する。

（準備・後片付けも整然と行う。）

⑥ 休み時間の過ごし方について、大
声で騒いだり、接触したりしない。

⑦ 昼休みに運動等で体を動かす場合

もマスクを着用する。
⑧ 放課後の無用な居残りはせず、寄

り道をしないで真っ直ぐ帰宅する。

⑨ 運動部の活動において、運動する 保健室廊下開示板：感染症対策に関する掲示
以外の場面ではマスクを着用する。 「すみずみまで手を洗おう！」立体掲示登場！

⑩ 部活動終了後、昇降口や校地内、帰宅途中の道路等でたむろしないで、真っ直ぐ帰る。

◆ 感染者や濃厚接触者等に対する誹謗中傷、差別・偏見といった心ない言動は絶対にしない。

会の開催が中止となってしまいました

が、今年度の学校評議員の方々を紹介さ
感染の急拡大を受け、２月の行事等を次のように変更いたしま せていただきます。会は中止ですが、本

す。特に授業参観については、中止の判断をさせていただきまし 校の教育活動の資料をお送りし、ご意見

た。今回の実施を心待ちにしておられた保護者の方も少なくはな をいただく予定です。
いと考えております。生徒達の学ぶ姿を是非ご覧いただきたいと 小原田地区民生委員 国分節子 様

考え、学級担任の授業で計画を進めていたところでした。申し訳 小原田幼稚園長 中野光一 様

ない気持ちでいっぱいですが、今の状況ではやむを得ない措置だ 本校同窓会長 古川順一 様
と考えております。なお、卒業式と令和４年度の修学旅行につい 小原田地区地域コーディネーター 瀧田 勉 様

ては、もう少し様子を見た上で判断したいと思います。保護者の 本校前ＰＴＡ会長 関和 勝 様

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。また、ご質問・ご意 本校ＰＴＡ会長 伊野竜司 様

見等がありましたら、学校にご連絡ください。

３日（木）後期生徒会総会 → ＺＯＯＭで実施
15日（火）新入生保護者説明会・学用品販売

→ 説明会は紙面開催、販売は３月５日（土）に実施
17日（木）学校評議員会 → 中止（資料送付、意見収集）
25日（金）授業参観・学年懇談会 → 授業参観は中止、懇談会は紙面開催

今回は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う学校の対応についてまとめさせていただきました。生徒には

我慢を強いることもありますが、厳しい冬の後にはうららかな春が来ることを信じて、この難局を全校体制

で乗り切っていきたいと考えております。皆様には、家庭での感染症対策の徹底を再度お願いいたします。


